
■市には、武力攻撃事態や緊急対処事態が発生した場合、次の２つの責務があります。

　①国民保護措置を的確かつ迅速に実施すること

　②市において関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進すること

■市の基本的方針は、「国民の協力を得つつ、関係機関と相互に連携協力し、国民保護措置などを的確か

　つ迅速な実施に万全を期する」ことですが、この場合の留意点は次のとおりです。

　　 ①基本的人権の尊重　　　　　　　⑥高齢者、障害者などへの配慮および国際人道法の的確な実施

　　 ②国民の権利利益の迅速な救済　　⑦指定公共機関および指定地方公共機関の自主性尊重など

　　 ③国民に対する情報提供　　　　　⑧国民保護措置に従事する者などの安全確保

　　 ④関係機関相互の連携協力の確保　　

　　 ⑤国民の協力

■市は、武力攻撃事態などへの効果的かつ迅速な対処ができるよう、平素から、関係機関との連携体制の

　整備に努めます。

■市は、国や県と連携しつつ、国民保護などの重要性、武力攻撃事態、緊急対処事態の類型などに応じて、

　避難に当たっての住民が留意すべき事項について住民に周知するよう努めます。　

■市は、武力攻撃災害が発生し、または発生する恐れがある場合に、必要があると認めるときは、住民に

　対し避難の指示や、警戒区域を設定します。

南島原市国民保護計画は、市役所総務部総務課や南島原市ホームページでご覧になれます。

http://www.city .minamish imabara . lg . jp

《国民保護のしくみに関する詳しい情報は下記ホームページでご覧いただけます。》

長崎県の国民保護　http://www.pref .nagasak i . jp/sb/guard/

国民保護ポータルサイト（内閣官房）　http://www.kokuminhogo.go. jp

■避難住民の誘導に当たっては、自主防

　災組織や自治会など地域のリーダーと

　なる住民に対して、避難住民の誘導に

　必要な援助について、協力を要請します。

■避難住民の誘導に際しては、県と連携

　して、食品の給与、飲料水の供給、医

　療の提供その他の便宜を図ります。

■高齢者、障害者などの避難を万全に

　 行 う た め 、 避難時要支援班を設置し、

　社会福祉協議会、民生委員などと協力

　して、災害時要支援者への連絡、輸送手

　段の確保を行います。

■避難住民の輸送が必要な場合には、県

　との調整により、輸送事業者である指

　定公共機関や指定地方公共機関に対して、

　避難住民の輸送を求めます。

■市は、知事から実施すべき措置の内容と期間の

　通知があったときは、収容施設の供与、食品、

　飲料水や生活必需品の給与・貸与、医療の提供・

　助産などの救援に関する措置を関係機関の協力

　を得て行います。

■市は、収集した安否情報について、情報の正確

　さを確保するように努めます。住民からの安否

　情報の照会については、個人情報の保護に留意

　して回答します。

■市は、武力攻撃が発生した場合には、市が管理

　する施設と設備の被害状況を緊急点検し、被害

　の拡大防止と被災者の生活確保を最優先に、応

　急復旧を行います。

■市は、武力攻撃災害の復旧について、国が示す

　方針に従って県と連携して実施します。

■市は、大規模テロなどの緊急対処事態への対処も、

　原則として武力攻撃事態などへの対処に準じて

　行います。

国民保護とは
　国民保護法（武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律）に基づき、外国か

らの武力攻撃や大規模テロなどから、国民の生命、身体および財産を保護することをいいます。

　安全で幸福な生活と、自由で平和な社会が永遠に維持されるには、国において、諸外国との友好に努め、一層の外交努

力が払われることが何より重要であり、市としても平和へのはたらきかけを行うこととしております。しかしながら、万

一、こうした事態が発生した場合、国、地方公共団体等が国民の協力を得つつ、相互に連携協力して、万全の措置を講じる

こととなっております。

生活関連等施設（原子力発電所、

ダム、鉄道施設など）の安全の

確保、警備の強化、立入制限な

どを行います。

危険物、毒物、劇物、高圧ガス

などの取扱所での製造等の禁止・

制限などを行います。

警戒区域の設定を行います。

区域内への立入制限及び禁止、

退去命令を行います。

消火、救急及び救助の活動を行

います。
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　市では、武力攻撃や大規模テロなどから市民の生命や財産を守るため、国・県・関係機関と協力して、迅速・的確に

対処できるように、このほど「南島原市国民保護計画」を作成しました。
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警報の発令 避難措置の指示

＜警　報＞ ＜避　難＞

・武力攻撃事態等の現
　状及び予測
・武力攻撃が迫り、又は
　現に武力攻撃が発生
　したと認められる地域
・住民に対し周知させる
　べき事項

・住民の避難が必要な地
　域
・住民の避難先となる地
　域
・住民の避難に関して関
　係機関が講じるべき措
　置の概要

◯避難の方法
◯避難の経路
　などを指示
　します。
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消防、警察、自衛隊
による避難誘導

南島原市 検 索

南島原市国民保護計画の概要

第１編 総　論

第２編 平素からの備えや予防

第５編 緊急対処事態への対処

第３編 武力攻撃事態などへの対処

第４編 復旧など

《避難について》

《救援について》

《武力攻撃に伴う被害の最小化》
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